
令和７年度 第２回 江戸川区サービス事業者集団指導

日時：令和８年１月23日(金) 14時00分から15時45分まで(予定)
会場：江戸川区総合文化センター １階 小ホール

次第

１ 開会あいさつ 介護保険課長

２ 運営指導における指摘事項とサービス提供に際しての留意事項について
身体拘束について
介護事業所における事故について
令和8年度以降のケアプラン点検の実施方法について 介護保険課指導係

３【講演】ケアプランデータ連携システムに期待される具体的な効果や内容等について
NPO法人タダカヨ 杉原 和行 氏

４【講演】ケアプランデータ連携システム導入後のポイント
株式会社トライドマネジメント 長谷川 徹 氏

５【座談会】ケアプランデータ連携システム・介護情報基盤について

６ 事務連絡 介護保険課指導係

当日の資料を忘れた方へ



ライセンス料

無料

今が導入のチャンスです!!今が導入のチャンスです!!

伴走支援を受けたサービス事業所様の声

ケアプランデータ連携システム
導入支援事業

導入・設定支援

専門スタッフが事業所へ伺い、設定

から操作まで『伴走支援』します。

本事業で受けられる支援

本事業は、「東京都江戸川区」からの受託事業として株式会社 善光総合研究所とＮＰＯ法人タダカヨが実施しています。

公益社団法人国民健康保険中央会の

フリーパスキャンペーン適用で

システム利用料がタダ！

調査協力金

21,00021,000 円円
導入効果を測定する調査に協力した事業

所に協力金として21,000円をお支払い！

毎月のケアプラン・提供票のやり取り、　　
紙やFAXで消耗していませんか？
連携システム導入で印刷・郵送コスト削減！
事務作業時間や転記ミスも大幅削減！

江戸川区

無 料無 料
申し込み期限

2月28日2026年 まで

「“うちには難しい”と思っていたけれど…」
  伴走支援のスタッフが来てくれて、一緒に操作して確認してくれたおかげで導入できま
した。“できた”という自信にもつながりました。（デイサービス 管理責任者）

「点ではなく“面”で広げる必要性を実感。今だからこそ導入」
  法人内の複数事業所で連携して導入できたのは、支援体制と行政の皆様の後押しがあっ
たからこそ。情報連携の真の価値を実感しています。（法人事務局／地域統括責任者）

(土)

※既に導入している事業所も対象です。



データの確認方法等、操作方法を説明します。

対象

内容

申込み

日時・場所

地区別事業説明会を実施します！

050-8894-9502

 Windows11でインターネットに接続できる端末をご用意く
ださい。

ご利用中のソフトが「ケアプラン標準仕様」に対応してい
るかを確認します。

パソコンの確認

介護ソフトの確認

ケアプランデータ
連携システムの設定

利用申請

ケアプランデータ連携システムの導入までの流れ

１

２

３  必要なソフトをインストールし、電子証明書を取得します。
取得後、パソコンに電子証明書をインストールします。

使用方法等の
確認４

導入の相談・操作の相談、お気軽にご連絡ください
▼サポートデスク専用ダイアル ▼ポータルサイト

平日 9:00〜16:00
※土日祝日はお休みとさせていただきます

本事業は、「東京都江戸川区」からの受託事業として株式会社 善光総合研究所とＮＰＯ法人タダカヨが実施しています。

https://sites.google.com/
tadakayo.jp/cpds-edogawa/top

「ケアプランデータ連携システム導入支援事業」は、厚生労働省が実施している介護
サービスDX（デジタル・トランスフォーメーション）推進の一環として、区内の介護
事業所に対し、伴走支援、サポートデスク運営を通じて連携システムの導入・定着を
支援し、介護サービスのDX推進と地域全体の質の向上・効率化を図る事業です 。

参加のお申込みは、
このチラシの二次元コードより、お願いいたします。

18:30~20:00
1 ８月 日

（開場 18:10）

各地区の居宅介護（介護予防）支援事業所と居宅サービス事業所

・同一地域内での連携促進
・グループワークによる意見交換、導入のきっかけ作り

(木)

小松川区民館　

中央地区
1 19月 日 (月)小岩地区
1 22月

日 (月)
東部・鹿骨地区

1 26月
日

(木)

葛西地区
2 6月

日

(金)小松川地区

グリーンパレス　

小岩区民館　

東部区民館　

葛西区民館　

集会室304

集会室第1・2

集会室つつじ・りんどう

集会室第4～6

集会室第1

申し込み

伴走支援の
お申し込みは
こちらから

「上記も含め不明な点は気軽にお問合せください。」

https://sites.google.com/tadakayo.jp/cpds-edogawa/top
https://sites.google.com/tadakayo.jp/cpds-edogawa/top


令和７年度第２回江戸川区サービス事業者集団指導
令和８年１月23日

江戸川区介護保険課指導係

居宅介護支援・訪問介護・通所介護における留意事項について

●運営指導における指摘事項とサービス提供に際しての留意事項について

●身体拘束について

●介護事業所における事故について
※今回は集団指導の対象となっている下記のサービスのおける事故についてお話します。
（１）居宅介護支援 （２）介護予防支援（地域包括支援センター）
（３）訪問介護 （４）通所介護
（５）地域密着型通所介護 （６）認知症対応型通所介護

●令和8年度以降のケアプラン点検の実施方法について



運営指導における指摘事項とサービス提供に際しての留意事項（１）

サービス 項目 指摘内容

1 共通 管理者の責務 従業者に運営に関する基準を遵守させること。

2 共通 受給資格等の確認
サービス利用者の被保険者証の原本で、被保険者資格、要介護認定の有無
及び要介護認定の有効期間を確かめること。

3 共通 事故発生時の対応
区に事故報告を提出していなかった。（江戸川区介護保険のホームぺージ
を確認）

4 共通 サービスの提供
計画に基づいたサービス提供を行わず、計画に位置付けのないサービスを
提供している事例が認められた。

5 共通 計画の作成
計画の作成に際し、利用者の心身の状況、希望及び環境を踏まえ（アセス
メントの実施）、個々の利用者に応じた計画を作成すること。

6 共通 計画の作成
サービスの提供開始前に計画を作成し、利用者に説明し同意を得て交付す
ること。

7 共通 計画の作成
計画に沿ったサービスの実施状況の把握、必要に応じた計画の変更を行う
こと。(サービス内容、加算の変更等）



運営指導における指摘事項とサービス提供に際しての留意事項（２）

サービス 項目 指摘内容

8 共通 計画の作成
予測できるリスクに対応する介護上の留意点等を計画に位置付けること。
（※やむを得ない身体拘束等がある場合も記載する。）

9 共通 秘密保持等
サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者
の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合は、家族の個人情報の同意
を得ておくこと。

10 共通 変更の届出 変更届を10日以内に提出していなかった。

11
居宅介護
通所介護

利用料等の受領
通所介護に行くためだけに使う車椅子、歩行器等を算定していた。
原則、事業者側が用意すること。（利用者への返還あり）

12
通所介護
訪問介護

介護職員等処遇改善加算 職員に処遇改善の内容を周知していなかった。

13
通所介護
訪問介護

個別サービス計画の作成
居宅サービス計画と全く同じ目標、サービス内容の個別サービス計画が認
められた。居宅サービス計画の目標を達成するための具体的な目標、サー
ビス内容を個別サービス計画に位置付けること。



運営指導における指摘事項とサービス提供に際しての留意事項（３）

サービス 項目 指摘内容

14
通所介護
訪問介護

個別サービス計画の作成
居宅サービス計画に沿った見直しがされていない事例が認められた。
※居宅サービス計画の変更が必要な場合は、居宅介護支援事業所に連絡す
ること。

15
通所介護
訪問介護

個別サービス計画の作成
居宅介護支援事業者から個別サービス計画の提供の求めがあった際には、
提供するように努めること。

16
通所介護
訪問介護

居宅サービス計画に沿った
サービスの提供

居宅介護支援事業所から居宅サービス計画の交付を受け、当該計画に沿っ
た個別サービスを提供すること。(サービス内容、加算等）

17 居宅介護 介護支援専門員の有効期間
介護支援専門員の有効期間の終了前に更新研修を修了していなかったため
に資格を失効していた。

18 通所介護 サービス提供の記録
サービス提供を実際に行った開始時間、終了時間を記載すること。(○時間
以上の報酬算定にもかかわらず〇時間未満のサービス提供。※サービス提
供時間は到着時間、出発時間ではない。）

19 通所介護
指定通所介護の
具体的取扱方針

通所介護の屋外でのサービス提供は、通所介護計画への位置付け及び効果
的な機能訓練等のサービスが提供できる場合において認められる。ケアプ
ラン、個別サービス計画に位置付けること。



運営指導における指摘事項とサービス提供に際しての留意事項（４）

サービス 項目 指摘内容

20 通所介護 個別機能訓練加算
利用者宅に3月ごとに1回以上訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認を
行っていること、利用者・家族に実施状況や効果等について説明している
ことが、記録から確認できなかった。

21 通所介護 個別機能訓練加算
多職種が共同して個別機能訓練計画を作成し、計画に基づいた機能訓練を
行うこと。

22 通所介護 個別機能訓練加算
個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）の内容が不
十分で、算定要件を満たしていることが確認できなかった。

23 通所介護 入浴介助加算（Ⅰ）
入浴に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修を行うこと。研修を行っ
ていることが記録から確認できなかった。

24 通所介護 入浴介助加算（Ⅱ）

機能訓練指導員等(機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その
他の職種の者）が共同し、利用者の身体状況や訪問で把握した利用者の居
宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成していることが、確認
できなかった。

25 通所介護 入浴介助加算（Ⅱ）
個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者宅の状況に近い環境で入浴
介助を実施していることが確認できなかった。



運営指導における指摘事項とサービス提供に際しての留意事項（５）

サービス 項目 指摘内容

26 通所介護
口腔・栄養スクリーニング

加算
他の事業所で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定しているにもかか
わらず算定していた。

27 訪問介護 サービス提供責任者の責務
適切なサービス提供するために、サービス内容の管理として、必要な業務
等を適切に行い、その責務を果たすこと。

28 訪問介護 訪問介護計画の作成 必要事項を記載した訪問介護計画を作成する事。

資料

厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shidou/index.html

関連URL

運営指導の目的・流れ・介護報酬の返還については、江戸川区介護保険のページを参照ください。
江戸川区介護保険のページ＞トップページ＞事業者の方＞運営指導
https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/related/management-guidance/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shidou/index.html
https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/related/management-guidance/index.html


【身体拘束について】

身体拘束（全ての行動を制限する行為）は、高齢者虐待の一つとして考えます。

・身体拘束は原則禁止。

緊急やむを得ず身体拘束を行う際には

【切迫性】【非代替性】【一時性】の三つの要件を全て満たし、

かつそれらの要件の確認等の手続を踏む必要があります。

・在宅であっても本人の行動を制限する事は身体拘束に該当します。

例）〇転落の危険性があるためベッドに4点柵をする。

〇医療依存度の高い人に対して、経管栄養などのチューブを抜かないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等。

・「事故を防ぐため」という理由であっても現場で判断せずに

医師への確認、サービス担当者会議等で関係者全員が慎重に検討し、どうしても必要となればケアプラン及び個別サー

ビス計画にも明記し、サービス事業者、ケアマネジャーが訪問の際には利用者のモニタリングを行い、心身の状況の変化を

確認し、定期的な評価及び身体拘束の時間の短縮、解除への取り組みを行う事が必要です。



① 事故報告書の提出根拠
介護サービスの提供中等に事故が発生した事業者は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省
令第37号)」等に基づき、江戸川区へ「事故報告書」等を提出する必要があります。
➡提出しない場合は、運営基準違反になります。
運営指導において、適切に事故報告書の提出をしていない事業所が散見されています。

１ 事故報告について

② 事故報告の対象
・当該事故に関係する介護サービスの利用者が江戸川区の被保険者である場合
・事故が発生した事業所の所在地が江戸川区内である場合

③ 事故報告の範囲（事故の類型）
事業者の責任の有無に関わらず、サービスの提供に伴い発生した事故で、以下に該当するもの
・医師の診療を要したもの（医療機関の受診・施設の勤務医や配置医の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故・救急搬送を含む）

・転倒や転落による骨折・出血等、火傷、誤嚥、異食等

・送迎中における事故（送迎中などの車両による事故は警察にも別途届け出すること）

・内科的に急変し医療措置が必要になった場合

・感染症や食中毒、疥癬の発生

・誤与薬(落薬、抜薬を含む)

・離設

・利用者の個人情報の漏洩

・利用者の私物を破損又は紛失するなど、利用者が経済的な損失を受けたもの

・事業者の法令違反等であって、利用者の処遇に影響があるもの

・利用者がサービス受給中に病気及び事故等により死亡した場合(看取り対応中である場合や持病が原因である場合を除く)

・その他、区が報告を求めたもの又は報告が必要と認められる事故の発生



２ 訪問介護における事故の傾向や特徴（令和6年度）

事故の種類 割合 (%)

転倒・転落 40.9％

誤薬 31.8％

経済的損失 18.2％

その他 9.1 ％

合計 100%

転倒・転落
骨折ありのケース: 66.7%（骨折部位：手首、肋骨、大腿部、鎖骨）

骨折なしのケース: 33.3%

誤薬
医学的影響はないと判断されたケース: 57.1%

医療機関に受診したケース: 42.9%

経済的損失

入浴介助中の浴室設備の破損

外出介助中に盗難被害（置き引き）に遭う

訪問介護員による窃盗 等

その他
食事提供後に利用者が窒息

浴室ドア近くの物が倒れてドアが開かなくなり、閉じ込められる 等

事故の種類 特徴や内容



３ 通所サービスにおける事故の傾向や特徴（令和6年度）

事故の種類 割合 (%)

転倒・転落 43.7%

誤薬等 6.7%

介護中の事故 9.2%

離設 6.7%

感染症 5%

その他 31.7%

合計 100％

介護中の事故

ベッドから移乗する際に職員の足と本人の足が接触

送迎車へ移動中にバランスを崩して転倒、受診し骨折が判明

味噌汁がこぼれて上腕と腹部に火傷を負う

玄関で扉を挟み、中指に出血と痛みが生じ、受診した

送迎中に一時停止せずに来た車と衝突。利用者は翌日に受診し、むち打ちと診断

送迎中の自損事故

その他 個人情報が記載された書類をバインダーに挟んでいたが、強風で飛ばされて紛失

事故の種類 特徴や内容



４ 居宅介護支援・介護予防支援・地域包括支援センターにおける事故の傾向や特徴

その他

区役所に提出すべき申請書を利用者から預かったが、ファイルに綴じたままにしてしまい区へ
提出し忘れた

個人情報が記載された文書（利用者氏名・利用している事業所名等）を誤った送信先にFAXし
た

事故の種類 内容



５ 事故の傾向と対策

事故の種類 傾向や対策

転倒・転落

骨折を伴うケースの割合が多くなっています。

自宅環境は利用者それぞれ異なりますので、環境要因のアセスメントや事故対策を検討くださ

い。

利用者の身体状況の把握や維持・改善については、サービス事業所とケアマネ等の多職種での

アプローチを考えてください。

誤薬
誤薬は職員の確認不足が原因となる傾向にあります。

与薬介助の手順の見直し、誤薬防止のための職員への定期的な教育・研修・訓練の実施、事故

発生時の報告と医療機関への迅速な連絡体制の確立等を検討してください。

経済的損失

事故発生後に利用者・家族・関係機関等への対応に時間を要することが増えるので、予防がよ

り重要となります。

設備の確認や異変の早期発見、職員への職業倫理やコンプライアンスに関する研修の実施等を

検討してください。

介護中の事故
事業所が損害賠償や医療費を負担するケースがほとんどです。

事故防止策の徹底、事故発生時の対応マニュアルの整備と共に、賠償責任保険の加入状況等を

確認してください。

個人情報の漏洩
入力データ間違えや管理方法の不徹底が原因となる傾向にあります。

ICTやデータ連携システムを導入することで予防でき、業務効率化も図れる場合もありますの

で、ご検討ください。



① 在宅介護におけるリスクの把握

・在宅介護の特徴…外部の支援者による目が行き届かない、あるいは行き届いても支援者間で情報が共有されないこと
でリスクが増大する。

➡顕在化する（見える化する）ことが在宅における事故防止の基本

・現場に蓄積しているリスクを複数の支援者、多職種で「事故防止」という同じ方向で共有する。

６ 多職種連携による事故への対応（リスクマネジメント）

② 情報の収集と分析と共有

・多職種がそれぞれ気付いた情報をバラバラに所有していても、リスクの全体像が見えてこない。
「こんなリスクがある」という情報を共有すれば、「自分が関わった時にはそれに注意しよう」となる。
・単独訪問が多い在宅現場では、注意点を意識するか否かでリスクの内容や質が変わる。
・通所サービスでは、利用者の一面しか見えないことが多いという点では、リスクを体系的
にとらえることが難しい場合もある。

収集・分析・共有すべき情報
（１）利用者の心身状態や認知機能に関わる情報。
（２）利用者の在宅環境に関わる情報。家屋状況・福祉用具の活用状況・家族の状況等。
（３）利用者の生活習慣に関わる情報。利用者が長年の習慣通りに行おうとする気持ちや習慣と、

その時の心身が実現可能な状態か。
必要な視点や認識
（１）状況は常に変化する、という認識。
（２）変化の情報を他の支援者等と随時共有する習慣。
（３）定期的に複数の人の目で情報を確認する機会を作ることで気づきを増やす。



③ 共有した情報の活用

（１）リスクを利用者に関わる職種が明確に認識し、共有する。
（２）認識・共有したリスクを在宅介護の現場のケアに活かす。

➡リスクを軽減するための環境作り
➡利用者本人が「リスクを自己認識できていない」⇒利用者とのコミュニケーションの円滑化 等

（３）実施したケアを振り返る。
➡一連のケアのなかで「ヒヤリハット」（インシデント）が生じていなかったか。

６ 多職種連携による事故への対応（リスクマネジメント）

④ 事故発生時の対処

・リスクの軽減を着実に行うことで介護事故の「発生の確率」を減らすことはできるが、
確率をゼロにすることは難しい。

・仮に事故が発生しても適切な対処によって、重大な結果（死亡や重篤な後遺症）に結び付けないことが重要。

適切な対処
（１）状態を冷静に観察しつつ「何が起こっているのか」を正しく把握する。
（２）事業所や関係者への連絡や救急搬送の手配を行なう。
（３）必要に応じて応急処置を行なう（②、③の手順が逆になることもあり）。
（４）医療機関等への正しい情報の提供や同様の事故を防ぐための記録作成。

事故が発生した
➡リスクが顕在化した可能性
➡事故記録で明らかにすることで再発防止に繋げる



① 事故報告書の提出方法
※詳細は江戸川区介護保険のページにある「事故報告」を参照ください。

https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/related/accident-report/

（１）事故報告書式（事故報告に係る書式・感染症の発生に係る報告書式）をダウンロード

（２）報告書を入力（作成）➡任意の場所に保存

（３）事故報告書提出用Logoフォームをクリック

➡フォームの必須項目を入力

➡「報告書はこちらに」をクリックして、任意の場所に保存した報告書を添付する

（４）「確認画面へ進む」をクリック

（５）入力内容を確認➡「送信」をクリック

（６）受付完了メールの受信を確認

７ 適切な事故報告書の提出をお願いします

② 事故報告書作成や提出時の注意点

（１）江戸川区の事故報告書式を使用していますか。（2025年3月17日から書式変更しています）

（２）報告書の記入漏れはありませんか。

（３）報告内容に相違や矛盾はありませんか。（過去の報告書をコピーして作成した場合に多く発生しています）

・事故対象者のADLと事故の状況に相違や矛盾はありませんか。

・事故の内容と再発防止策は整合性が取れていますか。

（４）報告内容が不足していませんか。

・利用者のADLや事故の概要欄から、事故の前後の状況が読み取れますか。

・事故の原因分析や対策は、複数の視点や要因からされていますか。（本人要因、職員要因、環境要因の分析等）

https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/related/accident-report/


令和8年度以降のケアプラン点検の実施方法について（１）

ケアプラン点検の趣旨や目的

・区では、居宅介護支援事業者を対象とした運営指導、集団指導、ケアプラン点検、地域ケア会議、各種研修を通して、

居宅介護支援事業者並びにケアマネジャーの質の向上、介護給付の適正化を図り、区民が安心して生活できる介護

保険制度を推進しています。

・ケアプラン点検は、介護保険法第115条の45に基づいて行われる介護給付等費用適正化事業の一つであり、自立支援

に資するケアプラン作成やケアマネジャーの資質向上を目的に実施しています。

令和7年度のケアプラン点検の変更点

令和７年度から特定非営利活動法人江戸川区ケアマネジャー協会にケアプラン点検業務の一部を委託しています。

これは、区内事業所等に所属する主任介護支援専門員がケアプラン点検の点検員を担うことで、地域のリーダー的存在と

なる主任介護支援専門員の更なる技術向上を図ることが目的です。

また、ケアプラン点検を通して本区の介護支援専門員同士の交流が広がり、共に学び助け合うことで、より良い区民サービス

の提供につながることを期待し、業務の一部を委託することにしました。



令和8年度以降のケアプラン点検の実施方法について（２）

・令和８年度からは、新たに主任ケアマネジャーの資格を取得したケアマネジャーが所属している事業所を中心に、ケアプラン

点検の点検対象事業所を区が選定します。これにより、質の高いケアマネジメントの実現及び事業所全体のケアマネジメント

水準の向上を促進します。

・また、数年内に区内にある全ての居宅介護支援事業所が点検対象事業所として一巡するよう、区は事業所を選定します。

選定された事業所への連絡方法、実施時期等は別途通知します。

介護給付等費用適正化事業として実施していることを踏まえ、ご協力いただけますよう、よろしくお願いします。

関連URL

江戸川区介護保険のページ 「居宅介護支援事業者関係」

https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/related/home-care/

令和８年度のケアプラン点検の変更点

資料

ケアプラン点検について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/hoken/jissi_00005.html

保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/care/guideline

https://www.kaigo.city.edogawa.tokyo.jp/related/home-care/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/hoken/jissi_00005.html
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/care/guideline


令和７年度第２回江戸川区サービス事業者集団指導
令和８年１月23日

江戸川区介護保険課指導係

ケアプランデータ連携システムに関する講演・座談会

●【講演】ケアプランデータ連携システムに期待される具体的な効果や内容等について
NPO法人タダカヨ 杉原 和行 氏

●【講演】ケアプランデータ連携システム導入後のポイント
株式会社トライドマネジメント 長谷川 徹 氏

●【座談会】ケアプランデータ連携システム・介護情報基盤について
登壇者 ①NPO法人タダカヨ 杉原氏

②株式会社トライドマネジメント 長谷川氏
③江戸川区福祉部介護保険課長 山野辺
④株式会社善光総合研究所 鳥丸氏



杉原 和行

4

2012年からケアマネジャーとして従事。

現在は独立型居宅介護支援事業所の管理者、および江

戸川区ケアマネジャー協会理事を務める。 

NPO法人タダカヨのメンバーとして、デジタル庁のデ

ジタル推進委員やスマート介護士Expertの資格を活か

し、介護現場のICT化推進にも取り組んでいる。



ケアプランデータ連携システムに期待される
具体的な効果や内容等について

NPO法人タダカヨ
杉原和行

1



杉原 和行

NPO法人タダカヨ メンバー

デジタル推進委員（デジタル庁）

スマート介護士Expert

独立型居宅介護支援事業所管理者

ケアマネ歴14年目（2012年～）

江戸川区ケアマネジャー協会理事

2
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01 これからの介護現場に求められる変革

4



5

皆さんに質問です

これからの介護現場は、どのような変化が求められるでしょう？



6

これからの介護現場に求められる変革

介護現場のDX化



DX化とは何か

D
Digital

X
Transformation

Digital Transformation
（デジタルトランスフォーメーション）

7



DX前

店に行く手間がかかる

見たい新作が「貸出中」

返し忘れて延滞料金…

レンタルビデオ

DX後

店に行かなくていい（移動ゼロ）

いつでも在庫切れなし

お風呂でも電車でも見られる

動画配信

DX化で「生活」はどう変わった？

「わざわざ店に行く」という行動がなくなり、生活スタイルそのものが変わりました。

8



昔

電話 Fax事務所にいないと連絡できない
常に一対一の連携
ケアマネを介さないと連携できない

DX前

電話

DX後

相手が出先でも連絡可能
一対複数の連携
サービス事業所同士が連携できる

グループチャット

介護現場におけるDX化とは？

グループチャットを活用した多職種連携DX

9



ICT化（ツールの導入） DX（業務・組織の変革）

内容 電話やFAXでしていた連絡を、チャットツー
ルに置き換える。

多職種（医師・看護師・ヘルパー・ケアマネ
等）によるグループチャットの体制を構築す
る。

結果
連絡が取りやすくなる。

（あくまで便利になるだけ）

多職種連携により自律的な連携が可能になり
在宅介護の限界点が高まる。

（働き方や連携の質が変わる）

ICT化とDX化の違いは？

10



今より少ない人数で、

多くの利用者を支える必要がある。

なぜDX化が求められるのか

11



総人口

日本の人口について①

小見出し

出典元：令和７年版　高齢社会白書（概要版）

2025年：12,326万人
2050年：10,469万人

25年間で1,857万人減少

12

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/gaiyou/pdf/1s3s.pdf


高齢人口
（65歳以上）

日本の人口について②

小見出し

出典元：令和７年版　高齢社会白書（概要版）

2025年：3,652万人
2050年：3,888万人

25年間で236万人増加

13

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/gaiyou/pdf/1s3s.pdf


日本の人口について③

小見出し

出典元：令和７年版　高齢社会白書（概要版）

2025年：7,310万人
2050年：5,540万人

25年間で1,770万人減少

生産年齢人口
（15～64歳）

14

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/gaiyou/pdf/1s3s.pdf


人口区分 2025年（令和7年） 2050年（令和32年） 2025年→2050年の増減

① 総人口 12,326 万人 10,469 万人 -1,857 万人 (減少)

② 高齢人口 (65歳以上) 3,652 万人 3,888 万人 +236 万人 (増加)

③ 生産年齢人口 (15～64歳) 7,310 万人 5,540 万人 -1,770 万人 (減少)

2025年と2050年の人口比較

今より少ない人数で、
多くの利用者を支える必要がある。 15



「ケアマネジャーの担当人数」を例に、考えてみましょう

ケアマネジャー

2023年

40件

ケアマネジャー

2025年

45件

ケアマネジャー

2050年

57件
※生成AI（Gemini）

による予測 16



江戸川区ではどうでしょうか？

ケアマネジャー

2023年

40件

ケアマネジャー

2025年

45件

ケアマネジャー

2050年

 61件
※生成AI（Gemini）

による予測 17



業務に追われて、
利用者と向き合う時間が
減るのではないか？

「今より少ない人数で、多くの利用者を支える」ことへの懸念

18



介護DXを実現し
業務効率化を図る

この課題を解決するには

利用者と向き合う時間を作る

19



業務効率化の対象はなにか？

利用者への「支援」

ここは効率化しない！

それ以外の「作業」

ここを効率化する！

20

「作業」を減らして「支援」を増やす。



作業とは何か？

21

Faxの送受信
紙での保管
介護ソフトへの転記作業



ケアプランデータ連携システム

22



02 ケアプランデータ連携システムに期待される効果

23



介護現場における効果

24

経営における効果

ケアプランデータ連携システムに期待される効果



介護現場における効果

25

経営における効果

ケアプランデータ連携システムに期待される効果



介護現場における効果

脱・FAX転記作業ゼロ ペーパーレス化
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予定・実績のデータそのまま
取り込まれるため、転記ミス
は物理的に「ゼロ」になりま
す。

介護現場における導入効果① 転記作業ゼロ
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